
 

 

 

 

『指定短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護』     

重要事項説明書 

 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人北海道厚真福祉会 

代表者名 理事長 近藤 泰行 

所在地・連絡先 北海道勇払郡厚真町新町１１６番地の３ 

法人設立年月日 昭和５２年８月１日 

 

 

２ 事業所（ご利用施設） 

施設の名称 特別養護老人ホーム 豊厚園 

所在地・連絡先 北海道勇払郡厚真町新町１１６番地の３ 

事業所番号 ０１７３６００１７２ 

（※特別養護老人ホーム豊厚園に併設しています） 

事業所長（管理者） 三浦 康弘 

開設年月日 昭和５３年１１月２７日 

利用定員 ７名 

営業日及び営業時間 営業日：年中無休 

営業時間：9 時～１７時２０分 

 

 

３ 施設の目的及び運営方針 

 

（１）施設の目的 

  指定短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、利用者

が、その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支

援することを目的としています。利用者に日常生活を営むために必要な居室及び共用

設備等をご利用いただき短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提供しま

す。 

 

 

 

 



（２）その他 

 

事  項 内  容 

短期入所生活介護計画及び介護

予防短期入所生活介護計画書の

作成 

利用者様に対する具体的なサービス内容やサービス提

供方針については「居宅サービス計画（ケアプラン）が

ある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に短期入所生

活介護計画（介護予防含）を作成します。 

 居宅サービス計画が変更された場合には再度計画書の

作成を行います。ご利用様、ご家族様の意向についても

十分に加味した計画書作成に努めます。 

※計画書作成につきましては、通算４日間を超えて利用

される方を基本としますが、ご希望があれば４日以内の

利用であっても計画書についての作成は行います。 

 

４ 施設の概要 

 

 （１）構造等 

敷  地 ㎡ 

建  物 
構造 鉄筋コンクリート造 

延べ面積(特養・短期入所) 3222.23 ㎡ 

 

（２）居室 

居室の種類 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考 

１人部屋 １ 23.94 ㎡ コールを設置 

2 人部屋 １ 14.85 ㎡ コールを設置 

４人部屋 １ 12.76 ㎡ コールを設置 

 

（３）主な設備 

設 備 室 数 面 積 備 考 

食堂 ２ 210.38 ㎡  

機能訓練室 １ 214.09 ㎡  

作業訓練室 １ 31.4 ㎡  

浴室 ２ 126.37 ㎡ 特別浴槽２台設置 

静養室 １ 9.63 ㎡  

医務室 １ 26.22 ㎡  

※介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 豊厚園」と同一の設備とします。 

 

 

 

 

 

 



５ 施設の職員体制 

従業員の職種 
人数 

（人） 

区  分 
常勤換算後の

人数（人） 

常勤（人） 非常勤（人）  

専従 兼務 専従 兼務  

施 設 長 １  １   1 

生活相談員 １ 1    1 

介護職員 27 23  4  25.6 

看護職員 ５  ４  1 4.3 

医   師 １    １ 0.2 

管理栄養士 １  1   1 

機能訓練指導員 1 1    １ 

介護支援専門員 １  1   1 

※介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム 豊厚園」と同一の職員体制とします。 

 

６ 職員の勤務体制 

従業員の職種 勤 務 体 制 

施 設 長 日勤（平日）  ９：００ ～ １７：２０ 

日勤（土曜）① ９：００ ～ １６：００ 

      ②１０：２０ ～ １７：２０ 

    ※土曜日につきましては隔週勤務となります。 

生活相談員 

管理栄養士 

機能訓練指導員 

介護職員 

介護支援専門員 

早出Ａ    ５：３０ ～ １３：５０   

早出Ｂ    ６：３０ ～ １４：５０ 

早出Ｃ    ８：３０ ～ １６：５０ 

日勤B    ９：００ ～ １７：２０ 

日勤C    ９：００ ～ １７：００ 

日勤D    ９：００ ～ １６：００ 

遅出Ａ   １０：３０ ～ １８：５０   

遅出Ｂ   １２：００ ～ ２０：２０   

夜勤    １６：４５ ～  ９：２５   

看護職員 

 

早出C    ８：００ ～ １６：２０ 

日勤Ｂ    ９：００ ～ １７：２０ 

早出Ｄ    ７：３０ ～ １６：５０ 

遅出Ａ   １０：３０ ～ １８：５０   

医  師       １４：００ ～ １６：００ 月２回 

 

 

 

 

 



７ 施設サービスの内容と費用 

 （１）介護給付費対象サービス 

ア サービス内容 

種   類 内   容 

食  事 

管理栄養士（栄養士）の作成する献立により、栄養並びにご利用 

者の身体の状況及び嗜好に配慮した食事を提供します。 

朝  食 ８：００ 

昼  食 １２：００ 

夕  食 １7：3０ 

入  浴 

入浴形態 回数（週） 曜日 ※感染症に罹患され、他

者との接触を控えていた

だく必要がある方につい

ては清拭などの方法によ

り保清保持に努めます。 

特別浴槽 

２回 

月・木 

車椅子浴 火・金 

一般浴 水・土 

排  泄 
排泄の自立を促すためご利用者の身体能力を最大限活用した援助

を行います。 

離床・着替え・

静養等 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助

します。 

機能訓練 
機能訓練指導員により入所者の状況に適した機能訓練を行い身体機

能の低下を予防するよう努めます。 

健康管理 看護職員が、常時健康管理を行います。 

レクリェーショ

ン等 

ご利用者の希望によりレクリェーションやクラブ活動に参加して

いただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

クラブ活動：書道、カラオケ、園芸等 

相談及び援助 入所者及びその家族からのご相談に応じます。 

送  迎 ご利用者の心身の状況、ご家族の都合により送迎を行うことが必要な

場合には送迎を行います。 

 

イ 費 用 

 原則として料金表の利用料金の１割（該当者２割又は３割）が利用者の負担額となります。

ご利用者負担額減免を受けている場合は、減免率に応じた負担額となります。 

 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業所に直接介護保険給付が行われな

い場合があります。その場合、料金表の利用料金全額をお支払ください。利用料のお支払と

引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。 

サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となりま

す。 

 



【料金表】 

 要 支 援 要 介 護 度 

要介護度等 １ ２ １ ２ ３ ４ ５ 

１.サービス利用料金 
4,510 円 5,610 円 6,030 円 6,720 円 7,450 円 8,150 円 8,840 円 

２.ｻｰビｽ利用に係る 

自己負担額（※１割負担） 
451 円 561 円 603 円 672 円 745 円 815 円 884 円 

３. ｻｰビｽ利用に係る 

自己負担額（※２割負担） 
902 円 1,122 円 1,206 円 1,344 円 1,490 円 1,630 円 1,768 円 

4. ｻｰビｽ利用に係る 

自己負担額（※3割負担） 
1,353 円 1,683 円 1,809 円 2,016 円 2,235 円 2,445 円 2,652 円 

【加 算】 

 

〇介護保険給付対象外サービス 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

〈サービスの概要と利用料金〉 

  〇ご利用者に提供する食費として１日１，４４５円（食材費+調理費）をいただき

加  算 内   容 

自己負担額 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 

介護福祉士が一定割合従事している事業

所に加算 

１日 １日 1 日 

22 円 44 円 66 円 

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 
夜勤職員の配置が基準を上回る事業

所に加算 

１日 １日 1 日 

13 円 26 円 39 円 

機能訓練体制加算 

専ら機能訓練指導員の業務に従事す

る常勤の理学療法士等の配置に対す

る加算 

1 日 １日 1 日 

12 円 24 円 36 円 

送 迎 加 算 

利用者の心身の状態等を鑑み、送迎が

必要であると認められ、利用者のお宅

と施設との間を職員付添のもと、車輌

送迎致します。 

片 道 

１割 ２割 3 割 

184 円 368 円 552 円 

処遇改善加算 

職員の処遇改善に関する加算 

※食費、室料を除く請求額に所定の

14％が加算されます。 

 

※室料、食費を除く 

介護報酬自己負担額（月）×14％ 

（※２割負担の方は所定の算定額

の２倍、３割負担の方は所定の算

定額の３倍） 



ます。（朝３７５円、昼５３５円、夜５３５円） 

〇行事食（特別食） 

・ 行事開催時の等の特別な食費については相当分を負担していただきます。 

・ 療養食・栄養マネジメント料については相当分を負担していただきます。 

○居住費として１日 915 円をいただきます。 

 ※詳細については下表を参照して下さい 

 

 ウ 利用者負担の軽減について 

   世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受

けておられる方の場合は、居住費・食費の負担が軽減されます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

 利用料の全額を負担していただきます。 

種   類 内   容 利 用 料 

理容・美容 

理容師の出張による理髪サービス（調

髪）をご利用いただけます。 

※予約制 

カット ２５００円 

カット+顔剃り ３５００円 

丸刈り ２０００円 

丸刈り+顔剃り ３０００円 

顔剃り  １５００円 

電気使用料 テレビの外、ビデオ等の録画機器、電 テレビ     400 円/月 

対象者 区分 居住費 食費 

生活保護受給者 
１段階 ０円 ３００円 

世帯

全員

が市

町村

民税

非課

税 

老齢年金受給者 

課税年金受給額の合計が、

８０万円以下の方 
２段階 ４３０円 ６００円 

課税年金収入が、８０万円

超 120 万以下の方 
３段階① ４３０円 １,０００円 

課税年金収入が、120 万

超の方 
３段階② ４３０円 １,３００円 

上記以外の方 

（施設との契約による設定さ

れます） 

４段階 ９１５円 １,４４５円 



気ポッド等を使用する際に電気料金が発

生いたします。 

録画機器    100 円/月 

電気ポッド   300 円/月 

電気毛布   1,000 円/月 

各種充電器使用料（電気カミソ

リ、携帯電話等）100 円/月 

日常生活品費 

例 

・クリーニング代（業者への取り次ぎ） 

・嗜好品（飲食費） 

・個人用の新聞、雑誌 

・趣味活動に係る材料費 

・入院及び外泊中の紙オムツ等 

実費相当分 

 

 

 

（３）利用の中止、変更、追加（契約書第１０条参照） 

○ 利用予定期間の前に、ご利用者の都合により、短期入所生活介護及び介護予防短期入所

生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する

ことができます。（サービス実施日の前日までにお申し出ください） 

 

○ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場合は

当日の利用料金の自己負担相当額をお支払いただきます。体調不良によって連絡が困難

であった等の特別な事情ある場合はこの限りではありません。 

○  

８ 利用料等のお支払方法 

①．窓口での現金支払い 

②．下記指定口座への振り込み 

     ア 郵便局  厚真郵便局 

       口座名  社会福祉法人 北海道厚真福祉会 

             豊厚園園長 三浦 康弘 

       記号・番号 １９０９０―３３９７８４９１ 

イ 苫小牧信用金庫 厚真支店 

       口座名  社会福祉法人 北海道厚真福祉会 

             豊厚園園長 三浦 康弘 

       口座番号 普通 ０３３９０３ 

③．金融機関口座からの自動引き落とし 

     ウ 口座自動引き落とし代行会社名 

    （株）北海道電子計算センター[ＨＤＣワイドネットセンター] 

     ・すべての金融機関でご利用いただくことができます。 

         手数料   月額 ２１０円 

 



９ サービス利用中の医療の提供について 

当施設では下記協力医療機関と協力体制を実施しています 

・下記の医療機関での優先的な診療、入院治療を保証するものではありません。 

・下記の医療機関での診察、入院治療を義務付けるものではありません。 

・緊急時を除くショート利用中の受診対応は家族対応となります。 

 

   （１）協力医療機関 

 医療機関の名称 

 所在地 

 診療科 

 慈啓会病院 

 札幌市中央区旭ヶ丘５丁目６番５０号 

 内科、循環器科、精神科 

 医療機関の名称 

 所在地 

 診療科 

 あつまクリニック 

 勇払郡厚真町京町１５ 

 整形外科 

 

   （２）協力歯科医療機関 

 医療機関の名称 

 所在地 

 診療科 

 桂歯科クリニック 

 勇払郡厚真町表町１２６番地７号 

 歯科 

 

１０ 権利擁護・虐待防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

（１）人権擁護及び虐待防止に関する責任者を選定しています。 

責 任 者    園 長 三浦 康弘 

（２）従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（３）苦情受付に関する体制を整備しています。 

  〇 当施設における苦情の受付体制 

    当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

      ○苦情受付窓口(担当者)   中島 巧、石黒 一騎 

      ○「職名」        生活相談員 

      ○苦情解決責任者     三浦 康弘 

      ○「職名」        園 長 

      ○受付時間        ９：００～１７：００ 

    また、電話、ＦＡＸをご利用下さい。 電 話 番 号           (0145)-27-3111 

                      ＦＡＸ番号 (0145)-27-3760 

 

 

 



① 苦情の受付方法 

ご利用者、ご契約者の皆様より以下の方法で苦情の受付を致します。 

・相談窓口での受付 

・電話による受付 

・苦情受け付け機関（行政機関）からの報告 

② 苦情の対応方法 

１． 事実確認を致します。 

２． 改善方法の検討を致します。 

３． 苦情解決責任者（施設長）の決裁を頂きます。 

４． 必要に応じて関係機関から情報収集をし、苦情解決委員会にて相談し

ます。 

（対応の流れ：例） 

（１）苦情申出 

   ・苦情申し出については、法人で定める書式、口頭により申し出を行う 

（２）「受付」①苦情受付担当者   ②第三者委員   ③その他の受付機関 

   ・受付については①～③の他、あらゆる方法で申し出を行うことが可能です。 

    例）受付担当者以外の施設職員に申し出を行うなど 

（３）苦情受付内容に関する事実確認（苦情受付担当者） 

   ・受付内容に関する事実確認を行います。 

（４）苦情対応の検討・実施（苦情解決責任者） 

   ・対応方法について事業所内（苦情解決委員会）で検討を行い、苦情解決責任 

者に対応方法について報告し、了承を得た後策を講じます。 

（５）対応後の実施・改善報告（申出人への報告） 

   ・対応策の実施状況及び改善状況については申出人に対して報告を行います。 

    ※この際に申出人が改善状況についての可否を判断していただくことにな 

ります。 

（６）苦情対応終結 

   ・（５）改善状況報告について了承が得られた場合には対応の終結となります。 

 〇法人において苦情解決委員会並びに下記のとおり第三者委員会を設置しています 

[第三者委員] 中田 元次 電話番号 (0145)-27-3933  

           山城 正洋 電話番号 (0145)-27-3111 

                      

〇行政機関その他苦情受付機関 

  厚真町役場 

  住民課介護保険係 

 

 

 所 在 地 勇払郡厚真町京町１２０番地 

 電話番号 ０１４５―27－２３２１ 

 Ｆ Ａ Ｘ ０１４５－27－２３２８ 

 受付時間 ９：００～１７：００ 

  国民健康保険団体連合会 

総務部介護・障害者支援課 

 所 在 地 札幌市中央区南２条西１４丁目 

      国保会館 



企画・苦情係 

 

 電話番号（直通） ０１１－２３１－５１７５ 

     （代表） ０１１－２３１－５１６1 

 ＦＡＸ  ０１１－２３１－５１７８ 

 受付時間 ９：００～１７：００ 

  北海道社会福祉協議会 

北海道福祉サービス運営適正

化委員会 

 

 

 

 所在地 〒０６０－０００２ 

札幌市中央区北２条西７丁目１番地 

      かでる２・７ ３Ｆ 

 電話番号 ０１１－２０４－６３１０ 

 ＦＡＸ  ０１１－２０４－６３１１ 

 受付時間 ９：００～１２：００ 

      １３：００～１７：００ 

（４）身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等

のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げること

に留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を

行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

① 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

② 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

③ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなく

なった場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

（５） 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

① 事業者は、ご利用者の個人情報について「個人情

報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定

した「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守

し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」

という。）は、サービス提供をする上で知り得た

ご利用者及びその家族の秘密を正当な理由な

く、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供

契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を保持させるため、従業者であ

る期間及び従業者でなくなった後においても、

その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用



契約の内容とします。 
 

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者及び利用者家族の個人情報の

提供等に当たっては、社会福祉法人北海道厚真福祉

会個人情報保護規定に基づき、適切に取り扱います。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情 

報が含まれる記録物（紙によるものの他電磁的記 

録を含む。）については、善良な管理者の注意を 

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩 

を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求 

めに応じてその内容を開示することとし、開示の 

結果、情報の訂正・追加または削除を求められた 

場合は、遅滞なく調査を行い利用目的の達成に必 

要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に 

際して複写料などが必要な場合は利用者の負担と 

なります。) 

※当事業所における記録の項目は、個人情報取扱

業務説明書のとおりです。 
 

 

１１ 事故発生時の対応方法について 

ご利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、道、市町村、

利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、ご利用者に

対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速

やかに行います。 

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名  損保ジャパン 

保険名   「施設の損害保険」 

補償の概要 （１）損害賠償補償 

      （２）お見舞金等一時金補償 

 

 

 

１２ 非常災害対策について 

  社会福祉法人北海道厚真福祉会が作成する防災計画に沿い防災対策を講じます。 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する

取り組みを行います。 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体

制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回  ５月・ ９月） 

 



１３ ご利用にあたっての留意事項 

来訪・面会 

面会時間 ９：００～１７：００ 

来訪される方は面会時間を遵守いただき、施設玄関口に

設置している面会簿にご記入の上面会してください。 

※感染症の蔓延等により面会を控えていただくこともあ

りますのでご了承ください。 

外出 

外出の際には必ず事前にご連絡ください。連絡の際には

日時（帰所予定時間含む）行き先、連絡先をお知らせく

ださい。 

居室、設備、器具の利

用 

事業所内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利

用ください。破損等が生じた場合弁償していただく場合

があります。 

喫  煙 
館内、敷地内は禁煙となっていますのでご協力くださ

い。 

 

１４ 福祉サービス第三者評価の受審実施状況について 

第三者による評価実施状況 １ あり 実施日 ― 

評価機関 ― 

結果の開示 ― 

○2  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



上記内容について、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

（平成 11 年厚生省令第 37 号）」第１２５条の規定に基づき、ご利用者に説明を行い

ました。 

 

 

令和  年  月  日 

事

業

者 

所 在 地  北海道勇払郡厚真町新町 116 番地の 3 

法 人 名  社会福祉法人 北海道厚真福祉会 

代 表 者 名 近 藤 泰 行                 

事 業 所 名 短期入所生活介護施設 豊厚園 

説明者氏名                 印 

 

 

 

 

 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

利用者 氏 名 印 

 

代理人 氏 名 印 

 


